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はじめに
　会社の状況を知る上で、資産、負債、資本による
一定時点の企業における財産状態をあらわす貸借対
照表、費用・収益による一定期間の企業における営
業成績をあらわす損益計算書の財務諸表を必要とす
る。しかし、本来の企業競争力の源泉は、これら財
務諸表には表れない目に見えない特許、人材、技術、

ネットワーク等の知的資産全体（特に知的財産）を
もって企業収益をもたらすのである。
　企業にはヒト、モノ、カネ、知的財産を含む情報、
及びそれらの周辺に位置する有形・無形の経営資源
が存在し、それらを創造、保護、活用して日々の企
業活動を運営している。中でも人の知的創作活動に
より生み出される知的財産、知的財産権等は企業の
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売上、収益を上げるための強みともいえる企業経営
を安定させるツールとしての財産である。
　企業が知的財産権を取得するのは知的財産を独占
実施し、他人の実施を排除する権利（独占排他権）、
すなわち市場独占することで、ライバルが真似でき
なく、知的財産権の市場価値が高まる。しかし従業
員が長年培った営業秘密とする場合も検討され、そ
れにより製品化された商品・サービスは他に真似が
できない経済価値がある。
　しかし、我が国の会計処理制度では、貸借対照表
を見ても、知的財産・知的財産権の無形の資産が自
社帳簿に資産として計上されることは特別の場合を
除いてはほとんどないといってよいであろう。知的
財産の多くは、貸借対照表には資産計上されていな
からである。そのため、今回は、中小企業と知的財
産・知的財産権の会計処理について、基本的な説明
をおこなう。

１．会計の基礎知識
　会社の状況は、資産、負債、資本によって一定時
点における会社の財政状態、すなわち会社にどのく
らいの現金、備品、固定資産（土地・建物）等があっ
て、どれくらいの借金、資本金等があるかを表した
貸借対照表、収益・費用によって一定期間（会計期
間－初めを期首、終わりを期末）における会社の経
営成績、すなわち会社がどれくらいもうかったのか、
あるいは損をしたのかを表した損益計算書等の財務
諸表で示されている。
　経済社会において、貸借対照表、損益計算書は、
経営者はもちろんのこと、上記の如く、会社に関わ

る多くの人びと等（利害関係者）が中小企業の会社
状況を知る上で重要な手段として必要とされる。
　貸借対照表の左側に資産（売れば現金になるもの
のこと－商品、建物、土地、備品、売掛金等）、右
側に負債（借金のこと－借入金、買掛金等）と純資
産（資本－経営者等が最初に当たって出資したお金

〈資本金〉と、その後の一定期間の会社の利益〈当期
純利益〉のこと）が記載される。貸借対照表の資産
合計と負債・資本合計が必ず一致する。
　損益計算書の左側に費用（収益・売上を得るため
に必要な金額－家賃、給料、水道光熱費等）、右側
に収益（売上等のもうけ、売上以外では受取手数料、
受取利息等）を記載される。そして収益から費用を
引いて求めた利益を当期純利益として費用の下に記
載される。従って、損益計算書も左側の費用・利益
と右側の収益の合計は、必ず一致する。
　なお、これら会計制度とは関係なく、経済産業省
の指導の下で、2013年以降今日に至るまで中小企業
マネジメントの高度化を目指して、中小企業におけ
る知的資産経営の報告書の推進が行われてきた。ま
た特許庁における知的財産ビジネス評価書作成支援
を実施し、中小企業の技術力や成長性・経営努力を
評価することで、企業価値のアピールや円滑な資
金調達を支援し、融資を促す取り組みも実施されて
きた。むしろ、数値化できないかかる無形資産をど
のように具体化するかということがこうした動きで
あったであろう。

２．中小企業における無形資産の会計処理
（１）自己開発の無形資産
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